
お知らせお知らせ
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好

親
善
事
業
　
参
加
者
募
集

日
本
遺
族
会
は
「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参
加
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

同
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
補
助
を

受
け
実
施
し
て
お
り
、
先
の
大
戦
で
父
等

を
亡
く
し
た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し

て
い
ま
す
。
父
等
の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を

訪
れ
、慰
霊
追
悼
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

同
地
域
の
住
民
と
友
好
親
善
を
は
か
る
こ

と
が
目
的
で
す
。

●
参
加
費
／
10
万
円

●
申
し
込
み
先
／
和
歌
山
県
遺
族
会
（
☎

０
７
３
‐
４
２
４
‐
５
８
１
３
）
ま
た

は
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）

●
実
施
地
域

・
広
域
地
域
／
ト
ラ
ッ
ク
諸
島
、
パ
ラ
オ

諸
島
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

（
１
次
）、
マ
リ
ア
ナ
諸
島
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
・
タ
イ
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、

ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島
、
台
湾
・
バ
シ
ー
海

峡
、
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

（
２
次
）、
中
国

・
特
定
地
域
／
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
東

部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

●
そ
の
他

・
令
和
元
年
度
（
2
0
1
9
年
度
）
参

加
者
以
外
は
複
数
回
の
応
募
が
可
能
。

・
日
程
等
の
詳
細
は
日
本
遺
族
会
事
務
局

ま
で
。

問

日
本
遺
族
会
（
東
京
都
千
代
田
区

九
段
南
１
‐
６
‐
17
）　

☎
０
３
‐

３
２
６
１
‐
５
５
２
１

案 

内

◆
◆
◆

吉
備
庁
舎
の
大
規
模
改
修
工
事

吉
備
庁
舎
は
平
成
6
年（
１
９
９
４
年
）

に
開
庁
し
て
か
ら
25
年
以
上
経
過
し
て
お

り
、
老
朽
化
や
機
器
の
更
新
時
期
を
迎
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
大
規
模
改
修
工

事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

工
事
に
伴
い
10
月
ご
ろ
か
ら
、
現
在
庁

舎
敷
地
内
に
建
築
中
の
防
災
倉
庫
を
仮
庁

舎
と
し
て
使
用
し
ま
す
。
各
階
単
位
で
仮

庁
舎
を
利
用
す
る
の
で
、
窓
口
の
場
所
が

順
次
変
更
に
な
り
ま
す
。

来
庁
者
の
皆
さ
ま
に
は
ご
不
便
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、
最
新
の
フ
ロ
ア
案
内

な
ど
は
、
広
報
紙
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

随
時
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
工
事
予
定
期
間

・
防
災
倉
庫
新
築
工
事
／
令
和
2
年

（
2
0
2
0
年
）
5
月
か
ら
9
月
ま
で

・
吉
備
庁
舎
大
規
模
改
修
工
事
／
令
和
2

年
（
2
0
2
0
年
）
7
月
か
ら
令
和

3
年
（
2
0
2
1
年
）
3
月
ま
で

・
吉
備
庁
舎
屋
外
付
帯
工
事
／
令
和
3
年

（
2
0
2
1
年
）
3
月
か
ら
令
和
3
年

（
2
0
2
1
年
）
5
月
ま
で
（
予
定
）

●
主
な
工
事
内
容
／
内
外
部
改
修
、
空
調

設
備
改
修
、
電
気
設
備
改
修
、
自
家
発

電
設
備
改
修
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
改
修
、

議
場
音
響
設
備
等
改
修
、
身
体
障
害
者

用
駐
車
場
改
修
、
人
工
池
の
駐
車
場
改

修
な
ど

問

財
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

公
道
に
張
り
出
し
て
い
る
樹
木

な
ど
の
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

道
路
を
管
理
し
て
い
く
上
で
、
町
民
の

皆
さ
ま
の
協
力
が
大
き
な
支
え
に
な
っ
て

い
ま
す
。

生
け
垣
や
木
の
枝
が
道
路
に
張
り
出
す

と
、
通
行
し
づ
ら
い
だ
け
で
な
く
、
道
路

標
識
が
見
え
に
く
く
な
る
な
ど
、
交
通
事

故
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
台
風
・
大
雨
時
に
は
倒
木
や
樹
木
の

散
乱
な
ど
に
よ
り
、
道
路
利
用
者
に
危
険

を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た

事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
し
、
皆

さ
ま
が
安
心
し
て
生
活
す
る
た
め
に
も
、

公
道
上
に
張
り
出
し
た
樹
木
な
ど
は
所
有

者
の
責
任
と
し
て
せ
ん
定
や
伐
採
を
す
る

な
ど
、
適
切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

建
設
課
（
吉
備
庁
舎
）・
産
業
課
（
金

屋
庁
舎
）
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